
母性健康管理に取り組む企業事例

母性健康管理に関する取り組みとは？具体的な事例をご紹介します。

業　種：情報・通信業
規　模：234人（男性 177人 女性 57人）
所在地：埼玉県

業　種：卸売業
規　模：5,353人（男性 3,967人 女性 1,386人）
所在地：東京都

住友商事株式会社

取り組み内容

株式会社システムインテグレータ

一人ひとりの社員がイキイキと働きやすく、お互いを尊重し合える職場
づくりのために。妊娠判明時から産休取得可能、多様な勤務制度、
こまめなフォローアップなど、ライフサイクルに応じた各種制度を整備。

■妊娠中の働きやすさにつながる多様な勤務制度
　月８回までの在宅勤務制度や、コアタイムを10時～15時としたフレックスタイム
制度等を整備。対象は全社員で、役職者を含め多くの社員が積極的に利用している
実績があるため、妊娠中の社員も気兼ねなく、必要に応じて利用できている。

■妊娠判明時から取得可能な産休制度（配偶者の妊娠でも取得可）
　妊娠期に現れる症状は人によって異なるため、体調が悪いまま無理をして働く
ことがないよう整備した制度。法定の産前休業期間より3，4か月前からの休業取
得者の実績があったり、一度休業に入った後、体調が良くなったら復職が可能
だったりと、個々の事情に合わせて柔軟に取得できる。

■妊娠報告時から復職後まで、こまめに面談等を実施

「妊娠・出産」情報を
含む勉強会を開催

　社員主体の勉強会で「女性の健
康」を取り上げ、「妊娠期の身体変
化」等についても発信し、女性に
「一人で悩まないでほしい」という
メッセージを伝えた。
　女性の部下を持つ上司や、パー
トナーがいる男性社員には「妊娠
中はこんなつらいことがある」など
を知ってもらう機会となった。

　「早めに上司に妊娠を報告する
こと」でお互いにメリットがあるこ
となどを記載。
　「職場全体に報告するにはまだ
早い、という場合は、上司だけには
報告しておくことで、後任の手配な
どがスムーズに進む」など、双方の
立場に立った、具体的なアドバイ
スを多数掲載。
　上司もハンドブックで適切な対
応を学ぶことができ、ミスコミュニ
ケーションを回避できる。

取り組み内容

妊娠が理由で働くことができないような事態を避けたい、という問題意識
から、法定よりも手厚い支援制度を多数整備。妊娠・出産・育児に関連する
諸制度を解説したハンドブックで、本人と上司との相互理解も深める。

■産休取得率も復帰率も100％（2023年度実績）。
　誰もがワークライフバランスを保ちながらモチベーション高く働き続けられる環境に。
　制度を作って終わり、ではなく、高水準の制度運用実績を保持するなどした結果、プラチナくるみん等の認定を取得。
プラチナくるみんプラスは県内で初の認定。認定を取得すること等により、社員の各種制度への理解が深まるなどの好
循環が生まれている。
　また、「制度を利用させてもらった感謝の気持ちを仕事を通じて返していきたい」という声も届いている。

成果・効果

■各種制度を利用しやすい雰囲気づくり
　社員一人ひとりが自分にとって最も働きやすい制度を選択できるよう、役職者も積極的に制度を利用する等、各種制度を利
用しやすい雰囲気づくりをしている。

■時機に応じたコミュニケーションを図る
　産休前から休業中、復職後に至るまで、複数回の面談等を実施し、その時々に必要な情報を提供したり、希望の聞き取りをする
など、時機に応じてきめ細やかにコミュニケーションを取ることで、社員が安心して働き続けられる職場環境づくりを実施。

制度を実施する際の工夫

■妊娠・出産による退職者ゼロ。ライフイベントも見据えながらキャリアを考えたい女性が活躍できる会社。
　2000年代から続けてきた制度や環境整備の結果、プラチナくるみん認定制度が始まった2015年にはプラチナくる
みん認定を取得。妊娠・出産がキャリアを中断することなく、制度を上手に利用したうえで、誰もがやりたい仕事にチャレ
ンジできる社内風土が醸成されている。社員の意見も踏まえて様々な環境整備をしてきたことで、女性社員から「モチ
ベーションが上がった」等の反応も寄せられている。

成果・効果

■上司には、フォローを担う社員への配慮を促す
　産前・産後休業等のフォローをする社員に不公平感が生まれないような環境
作りも重要視。「サポートしている部分をきちんと評価してほしい」という声を受
け、上司層へは、誰がほかの社員のフォローをしているのかを把握した上で、適切
な評価やマネジメントをするよう促している。

■社員同士の交流の場を複数設け、情報交換や制度利用促進効果も
　「先輩女性社員に聞く会」や「チーム長クラスの座談会」など、様々な交流の機会を設けている。直属の上司・部下だけでなく、部
署を越えて妊娠・出産経験者等の話を聞くことで、制度を実際に利用した際の詳細を知ることができ、また、情報のアップデートを
図る機会になっている。

■制度の定着は地道な周知活動の賜物
　制度を整備し始めた2000年代は、「妊娠前のようには働けないのではないか」と懸念する向きもあったが、上司層へも女性社
員へも、「各種制度を利用すれば、変化するライフステージに適した働き方ができる。」ということを繰り返し周知。現在のように本
人と上司との面談が日常化する以前は、人事労務担当者が個別に面談をしたり、ハンドブックを全社員の机に配布したりといった
活動を粘り強く続けた。

制度を実施する際の工夫

妊娠・出産期に利用できる
勤務制度

全社員対象の
勤務制度

■「仕事と育児の両立支援ハンドブック」は2014年から作成し、
　今もアップデート中。
　妊娠・出産・育児に関する諸制度や、仕事との両立のための情報を掲載したハ
ンドブックを作成・配布。制度等についての正しい理解の促進に加え、本人と上司
との相互理解を深めるための情報も。ハンドブックは、本人には直接メールで送
るほか、イントラネット等に常時掲載し、誰でも閲覧できるようにしている。法律
が改正されるタイミング等で内容を適宜見直し、改定を重ねている。

人事担当者がチャットで連絡し、担当窓口を明確化。
希望があれば各種制度について詳しく説明する機会を設ける。 

妊娠報告を受けたら

人事担当者と面談。今後の手続等の流れの説明や各種
給付金や給与、税金等を案内。

産 休 の 2 か月前

休 業 中

復 職 直 前

復職後はこまめに人事担当者から連絡を取る。
復職から3か月頃、面談を実施し、実際に復職してみて困っていることがないかなどをヒアリング。

人事担当者、所属部門長と面談。その時の現場の状況や、復職後の双方の希望を共有。
「あなたの復帰を楽しみに待っている」というメッセージを伝える場にもなっている。

復 職 ～ 3 か月後

年単位の休業：３か月に1度程度
月単位の休業：月に1度程度人事担当者からメール等で連絡。

▶最大2時間時短勤務可能（有給）
▶定期検診や体調不良による欠勤（有給）
▶産前休業6週間、産後休業8週間（有給）

▶コアタイムなしのスーパーフレックス制度
▶テレワーク勤務（週3日まで）　他　

■様々な勤務制度を用意し、妊娠・出産等によるライフステージの変化に対応

ハンドブックには、
上司・部下間の

コミュニケーションの
具体例も掲載

こんな取り組みも実施

妊娠期間中 妊娠初期～産前産後欠勤開始

●休みに入るまでの働き方については、本人によく確認しながら対応しましょう。
　体調には個人差があるので「妊婦だから」という理由だけで業務を変えたり、過剰な配慮は禁物です。
●妊娠中は体調変化が起こりやすく、見た目には分かりづらい時もあるので、しっかりコミュニケーションを。
　母体の安定が第一優先です。社内制度もよく確認しておくこと。
●本人から休職期間や復職後のキャリアプランについて早めにヒアリング。
　「待っている」というメッセージを伝え、気持ちよく送り出しましょう。

「マタニティハラスメント（マタハラ）」とは、女性の妊娠・出産に対する精神的・肉体的なハラスメ
ントです。「セクハラ」「パワハラ」に並ぶ三大ハラスメントのひとつと言われています。育児参加に
積極的な男性も増えており、そのようなイクメンに対する同様のハラスメントを「パタニティハラス
メント（パタハラ）」と呼びます。

マタハラ・パタハラ
心ない言動は妊娠・出産への理解不足から

上司の心得

上　司

パートナー

かけてあげたい言葉、避けるべき言葉

CASE.1
妊娠を報告された時

「君も？ 困ったなあ」
人事計画は後でゆっくり考えるようにして、まず
は「おめでとう！」と、祝福の言葉をかけましょう。

CASE.2
体調が悪そうな時

「大丈夫？」
体調の変化は個人差があり、悪くても我慢してし
まう人もいます。必要に応じて声をかけましょう。

CASE STUDY

妊娠中の本人

業務の引き継ぎや分担の変更があるので、妊娠が判明したら早めに上司に報告しま
しょう。体調は個人差が大きく、全く普段通りに働けるという人もいれば、場合に
よっては入院という事態になるケースもあります。育児休職に入るまでの働き方
は、上司とよく相談して決めましょう。

上司には早めに報告・相談
1check

「妊娠中とはいえ甘えたくない」と無理をしすぎるのは禁物です。
体調が悪い時は、早めに上司に相談しましょう。
フォローしてくれるメンバーへの感謝の気持ちを忘れずに。

チームのフォロー体制
4check

体調に不安がある場合は医師の確認をとりながら、上司とよく相談しましょう。
ラッシュ時の通勤が難しい場合は、スーパーフレックスや通勤緩和措置等の制度
を活用できます。

通勤・時間外勤務・出張3check

復職後のキャリアプランについても妊娠
中からイメージを持ち、働き方やそれに
応じて活用する両立支援制度も検討し、
上司と共有するようにしましょう。

復職後のキャリア
2check

出産後にスムーズに両立体制に入るための練習だと思って、相手の体調に気を配り
ながら、家事や身の回りのことは率先して行うようにしましょう。また、産休に入
るまでのお互いの働き方などを話し合い、生活のリズムを整えましょう。

出産前から育児は始まっている意識を持ち、家事は積極的に行う

■妊婦健診の受診頻度の目安

期　間 妊娠初期～23週 妊娠 24週～ 35週 妊娠 36週～出産

受診間隔 4週間に 1回 2週間に 1回 1週間に 1回

妊娠が分かったら、まずは相手の体調に十分注意してください。相手の急な体調不
良によって、パートナー自身も早退や欠勤を余儀なくされる場合もあります。その
ため、パートナーも早めに会社に報告し、理解を得るようにしましょう。また、育
休をとる場合は、その意思を上司に伝え、早めに業務を調整しましょう。

会社への報告は早めに1check

2check

1

2

■活用できる制度
･ 妊娠障害欠勤、妊娠定期健診欠勤 ･ 通勤緩和措置、所定時間外 / 深夜勤務の免除
※利用できる制度詳細はP14～15をご参照ください。

03page

社内の勉強会の様子 ハンドブックには、妊娠・出産する本人だけでなく、
上司に向けたアドバイスも併記。

当初は通勤緩和措置として導
入された。現在は体調悪化の
際に時短勤務にするなど、テ
レワーク等と組み合わせて妊
産婦がフレキシブルに働ける
制度として定着している。
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母性健康管理に関する取り組みとは？具体的な事例をご紹介します。

母性健康管理に取り組む企業事例


